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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5160-2:2009 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 5160 規格群（電気及び電子機器用固定電気二重層コンデンサ）には，次に示す部編成がある。 

JIS C 5160-1 第 1 部：品目別通則 

JIS C 5160-2 第 2 部：品種別通則－パワー用電気二重層コンデンサ 

JIS C 5160-2-1 第 2-1 部：ブランク個別規格－パワー用電気二重層コンデンサ－評価水準 EZ 
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日本産業規格（案）       JIS 

 C 5160-2：0000 

 (IEC 62391-2：2025) 

電気及び電子機器用固定電気二重層コンデンサ－ 

第 2部：パワー用電気二重層コンデンサ 

Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic 

equipment – Part 2: Sectional specification –  

Electric double-layer capacitors for power application 

 

序文 

この規格は，2025 年に第 2 版として発行された IEC 62391-2 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。また，この

規格と旧規格（JIS C 5160-2:2009）との箇条などの対応関係の一覧表を，参考として附属書 X に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS C 5160-1 を品目別通則とする品種別通則で，パワー用電気二重層コンデンサについて

規定する。 

パワー用電気二重層コンデンサ（以下，コンデンサという。）は，ミリアンペア（mA）～アンペア（A）

の範囲の放電電流を必要とする用途を意図している。このコンデンサの特性は，JIS C 5160-1:2022 に規定

する測定分類のクラス 3 及びクラス 5 に適用する，比較的高静電容量で低内部抵抗の性能をもっている。 

この規格の目的は，推奨定格及び特性を規定し，JIS C 5160-1:2022 から適切な品質評価手順，試験方法

及び測定方法を選択し，この品種のコンデンサの一般性能要求事項を与えることである。この規格を参照

する個別規格に規定する試験の厳しさ及び要求事項は，同等又はそれ以上の性能レベルの特定の試験の厳

しさ及び要求事項を示している。 

パワー密度の算出手順は附属書 A 参照。 

注記 1 対応国際規格では，“パワー密度の定義及びその算出手順は，附属書 A 参照（The definition of power 

density and its calculating procedure can be found in Annex A.）”となっているが，対応国際規格の改

訂によって，附属書 A の定義は箇条 3 に移動したためこれは誤記であり，“定義及び”を削除し

た。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 62391-2:2025，Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment – 

Part 2: Sectional specification – Electric double-layer capacitors for power application（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 
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2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 5005-2:2010 品質評価システム－第 2 部：電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式

の選択及び活用（統計的工程品質限界の評価手順） 

注記 対応国際規格における引用規格： IEC 61193-2:2007，Quality assessment systems－Part 2: 

Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages 

JIS C 5160-1:2024 電気及び電子機器用固定電気二重層コンデンサ－第 1 部：品目別通則 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 62391-1:2022，Fixed electric double-layer capacitors for use 

in electric and electronic equipment－Part 1: Generic specification 

JIS C 5160-2-1:2009 電子機器用固定電気二重層コンデンサ－第 2-1 部：ブランク個別規格－パワー

用電気二重層コンデンサ－評価水準 EZ 

JIS C 60068-2-6:2010 環境試験方法－電気・電子－第 2-6 部：正弦波振動試験方法（試験記号：Fc） 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-6:2007，Environmental testing－Part 2-6: Tests－

Test Fc: Vibration (sinusoidal) 

JIS C 60068-2-14:2011 環境試験方法－電気・電子－第 2-14 部：温度変化試験方法（試験記号：N） 

注記 1 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-14:2023，Environmental testing－Part 2-14: Tests

－Test N: Change of temperature 

注記 2 対応国際規格では，IEC 60068-2-14:2023 を引用しているが，この版に対応する JIS は発

行されていない。この規格で引用している JIS C 60068-2-14:2011 の箇条 7 は IEC 60068-2-

14:2023 の箇条 7 と技術的差異がないため JIS C 60068-2-14:2011 を記載した。 

JIS C 60068-2-20:2022 環境試験方法－電気・電子－第 2-20 部：試験－試験 Ta 及び Tb－端子付部品

のはんだ付け性及びはんだ耐熱性試験方法 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-20:2021，Environmental testing－Part 2-20: Tests

－Test Ta and Tb: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads 

IEC 60417，Graphical symbols for use on equipment, available at http://www.graphical-symbols.info/equipment 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS C 5160-1 による。 

3.1 

表面実装用コンデンサ（surface mount capacitor） 

小さい寸法で，端子が表面実装用に適した性質又は形状のコンデンサ 

3.2 

パワー用電気二重層コンデンサ（electric double-layer capacitor for power application） 

比較的高静電容量で低内部抵抗特性のコンデンサ 

注釈 1 コンデンサは，mA～A の範囲の放電電流を必要とする用途を意図しており，JIS C 5160-1:2024

に規定する測定分類のクラス 3 及びクラス 5 に適用可能である。 

3.3 
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パワー密度，Pd （power density，Pd） 

コンデンサの質量（W/kg）又は体積（W/l）当たりに取り出せる電力 

注釈 1 附属書 A 参照。 

注釈 2 高いパワー密度ほど，より高い電流を効率的に取り出すことが可能である。 

4 推奨特性及び定格 

4.1 推奨特性 

個別規格中に規定する数値は，次の中から選択することが望ましい。 

この規格に規定する表面実装用コンデンサは，JIS C 60068-1:2016 の附属書 A に規定する耐候性カテゴ

リによって分類する。 

高温高湿（定常）試験のカテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度の試験時間は，受渡当事者間で協定が

ある場合を除き，次の中から選択する。 

カテゴリ下限温度： −25 ℃又は-40 ℃ 

カテゴリ上限温度： 60 ℃又は 70 ℃ 

高温高湿（定常）の試験期間： 10 日間 

低温及び高温試験の厳しさは，それぞれカテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度とする。 

高温高湿（定常）試験では，試験条件は，次による。 

 温度： 40 ℃±2 ℃ 

 相対湿度： 93 %±3 % 

4.2 推奨定格値 

4.2.1 公称静電容量(CR) 

公称静電容量は，ファラド（F）の単位で表し，受渡当事者間の協定による。公称静電容量の推奨値は，

JIS C 60063 に規定する E24 の標準数から選定する。 

注記 対応国際規格は，“定格静電容量（rated capacitance）”であるが，これは誤記であり“公称静電容

量（nominal capacitance）”に修正した。 

4.2.2 公称静電容量許容差 

公称静電容量許容差の推奨値は，次による。 

±20 % 又は−20 % ／+80 %. 

4.2.3 定格電圧(UR) 

定格電圧は，受渡当事者間の協定による。定格電圧の推奨値は，JIS Z 8601 に規定する標準数列 R20 及

びその倍数を用いる。 
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4.2.4 定格温度 

受渡当事者間の協定がある場合を除き，定格温度は 60 °C 又は 70 °C である。 

4.2.5 内部抵抗 

内部抵抗は，受渡当事者間の協定による。内部抵抗は，直流抵抗測定方法で測定する。ただし，直流抵

抗測定方法と交流抵抗測定方法との間で換算係数を求めることが可能な場合には，測定に交流抵抗測定方

法を用いてもよい。 

5 試験及び測定手順，及び性能要求事項 

5.1 一般事項 

試験及び測定手順，及び性能要求事項は，個別規格に規定し，かつ，この規格を引用する，試験の厳し

さ及び要求事項は，この規格よりも低い性能水準を許容しないため，この規格と同等以上の性能水準とな

る。 

この箇条は，JIS C 5160-1:2024 の箇条 5～箇条 10 の規定を補足する。 

5.2 予備乾燥 

個別規格に規定がある場合には，予備乾燥の条件は JIS C 5160-1:2024 の 5.3 による。 

5.3 試験条件及び測定条件 

試験条件： JIS C 5160-1:2024 の 5.2.1 を適用する。 

測定条件： JIS C 5160-1:2024 の 5.2.2 を適用する。 

5.4 外観及び寸法 

5.4.1 一般事項 

外観及び寸法は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 7.1 による。 

5.4.2 外観検査 

外観検査は，供試品及び要求する品質水準に適切な倍率約 10 倍の拡大鏡並びに照明を用いて検査する。 

作業者には，適切な測定装置に加えて，直接又は間接照明の設備を提供することが望ましい。 

5.4.3 要求事項 

コンデンサは，材料，設計，構造，物理的な寸法及び出来栄え（workmanship）が，個別規格に規定する

要求事項を満足することを証明するために検査する。 

5.5 電気的試験 

5.5.1 静電容量 

5.5.1.1 一般事項 



5 

C 5160-2：0000 (IEC 62391-2：2025) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

静電容量は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 6.1 による。 

5.5.1.2 測定条件 

周囲温度は，20 ℃±2 ℃とする。 

静電容量の測定は，JIS C 5160-1:2024 の 6.1.3.3 に規定する条件で実施する。 

5.5.1.3 要求事項 

静電容量は，規定する許容差の範囲内とする。 

5.5.2 内部抵抗 

5.5.2.1 一般事項 

内部抵抗は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 6.1 による。 

交流抵抗法は，直流測定法の結果との相関が認められる場合には用いてもよい。測定法は JIS C 5160-

1:2024 の 6.2.2 に従うことが望ましい。 

5.5.2.2 測定条件 

周囲温度は，20 ℃±2 ℃とする。 

内部抵抗の測定は，JIS C 5160-1:2024 の 6.1.3.3 に規定する条件で実施する。 

5.5.2.3 要求事項 

内部抵抗は，個別規格に規定する要求事項を満足しなければならない。 

5.5.3 漏れ電流 

5.5.3.1 一般事項 

漏れ電流は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 6.3 による。 

5.5.3.2 測定条件 

周囲温度は，20 ℃±2 ℃とする。 

コンデンサに保護抵抗器を直列に接続して，その両端に定格電圧を印加する。 

その保護抵抗器は，1 000 Ω 以下とする。 

試験前の放電時間は，受渡当事者間で協定がある場合を除き，12 時間以上とする。 

通電時間は，受渡当事者間で協定がある場合を除き，24 時間とする。 

5.5.3.3 要求事項 

漏れ電流は，個別規格の要求事項を満足しなければならない。 

5.6 端子強度 
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5.6.1 一般事項 

端子強度は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 7.2 による。 

個別規格には，用いる試験方法及び厳しさを規定する。 

5.6.2 初期測定 

コンデンサの静電容量は，5.5.1 に従って測定する。 

5.6.3 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサは，外観検査を実施し，表 2 に規定する要求性能を満足しなければならない。 

5.7 はんだ耐熱性 

5.7.1 一般事項 

はんだ耐熱性は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 9.1 による。 

注記 個別規格に規定するとおり，はんだ付けを設計的に意図していない，ねじ端子又はその他の端

子のコンデンサには適用しない。 

5.7.2 初期測定 

静電容量の初期測定は，5.5.1 に従って測定を実施する。 

5.7.3 条件 

予備乾燥は，実施しない。 

コンデンサは，JIS C 60068-2-20:2022 の，5.2（試験 Tb の方法 1）に規定する方法によって試験を実施す

る。 

浸せき（漬）時間は，5 秒±0.5 秒間とする。 

5.7.4 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサは，目視検査及び電気的測定を実施し，表 2 に示す要求事項を満足しなければならない。 

5.8 はんだ付け性 

5.8.1 一般事項 

はんだ付け性は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 9.2 による。 

注記 ねじ端子又は個別規格の規定に，はんだ付けを設計的に意図していないその他の端子のコンデ

ンサには適用しない。 

5.8.2 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサは，外観検査を実施し，表 2 に規定する要求性能を満足しなければならない。 

5.9 温度急変 
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5.9.1 一般事項 

温度急変は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 8.1 による。 

5.9.2 初期測定 

コンデンサの静電容量は，5.5.1 に従って測定を実施する。 

5.9.3 供試条件 

コンデンサは， JIS C 60068-2-14:2011 の箇条 7 に従って試験を実施する。 

各温度にさら（曝）す時間は，個別規格に規定する 30 分～3 時間とする。 

後処理時間は，16 時間とする。 

5.9.4 最終検査，測定及び要求事項 

後処理後，コンデンサを目視検査し，電気的測定を実施し，表 2 に示す要求事項を満足しなければなら

ない。 

5.10 振動 

5.10.1 一般事項 

振動は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 7.3 による。 

5.10.2 初期測定 

静電容量の初期測定は，5.5.1 に従って測定を実施する。 

5.10.3 試験条件 

JIS C 60068-2-6:2010 の附属書 A に従った試験 Fc は，次の厳しさで実施する。 

周波数範囲： 10 Hz～55 Hz 

振幅： 0.75 mm，又は加速度 100 m/s2のいずれか小さい方 

試験総時間： 6 時間 

5.10.4 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサは，外観検査を実施し，表 2 に規定する要求性能を満足しなければならない。 

5.11 電圧保持 

5.11.1 一般事項 

電圧保持は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 6.4 による。 

5.11.2  試験条件 

試験前の放電時間は，受渡当事者間で協定がある場合を除き，12 時間以上とする。 
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充電電圧は，定格電圧とする。その他の充電電圧を用いる場合の要求事項は，個別規格に規定する。 

充電時間： 8 時間 

5.11.3  最終検査，測定及び要求事項 

電圧保持の測定は，受渡当事者間で協定がある場合を除き，24 時間とする。 

コンデンサは，残電圧を測定を実施し，表 2 に示す要求事項を満足しなければならない。 

5.12 高温保存 

5.12.1 一般事項 

高温保存は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 5.4.1 による。 

5.12.2 初期測定 

コンデンサの静電容量は，5.5.1 に従って測定を実施する。内部抵抗は，5.5.2 に従って測定を実施する。 

5.12.3 試験条件 

温度： カテゴリ上限温度 

試験時間：96 時間±4 時間 

5.12.4 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサは，16 時間以上の後処理後に目視検査及び測定を実施する。表 2 の要求事項を満足しなけれ

ばならない。 

5.13 高温高湿（定常） 

5.13.1 一般事項 

高温高湿（定常）は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 8.2 による。 

5.13.2 初期測定 

コンデンサの静電容量は，5.5.1 に従って測定を実施する。コンデンサの内部抵抗は，5.5.2 に従って測定

を実施する。 

5.13.3 試験条件 

電圧は，印加しない。 

5.13.4 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサを 1 時間～2 時間の後処理後，目視検査 及び電気特性の測定を実施する。表 2 に示す要求

事項を満足しなければならない。 

5.14 耐久性 
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5.14.1 一般事項 

耐久性は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 8.3 による。 

5.14.2 初期測定 

コンデンサの静電容量は，5.5.1 に従って測定を実施する。内部抵抗は，5.5.2 に従って測定する。 

5.14.3 試験条件 

受渡当事者間で協定がある場合を除き，この試験条件は，次による。 

試験時間： カテゴリ上限温度 70 ℃のコンデンサについては 1 000 時間 

  カテゴリ上限温度 60 ℃のコンデンサについては 2 000 時間 

印加電圧： 個別規格にその他の規定がある場合を除き，カテゴリ電圧 

注記 カテゴリ電圧が定格電圧と異なる場合には，試験試料を二つに分け，それぞれの電圧で定格温

度にさら（曝）す。 

5.14.4 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサは，16 時間以上の後処理後に目視検査及び測定を実施し，表 2 に示す要求事項を満足しなけ

ればならない。 

5.15 高温及び低温特性 

5.15.1 一般事項 

高温及び低温特性は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 8.4 による。 

5.15.2 測定及び要求事項 

コンデンサは，測定を実施し，表 2 に示す要求事項を満足しなければならない。 

5.16 受動燃焼性（適用する場合） 

5.16.1 一般事項 

受動燃焼性は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 10.1 による。 

前処理は，要求しない。 

炎は，試験片の体積及び個別規格に規定する可燃性カテゴリに応じて，JIS C 5160-1 に規定する期間接

炎する。 

個別規格にその他の規定がある場合を除き，受動燃焼性カテゴリは C（JIS C 5160-1:2024 の表 5 参照）

とする。 

5.16.2 要求事項 

コンデンサは，JIS C 5160-1 に規定する燃焼時間を，超えてはならない。 
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5.17 圧力弁（適用する場合） 

5.17.1 一般事項 

圧力弁は，JIS C 5160-1:2024 の 10.2 による。 

5.17.2 要求事項 

圧力弁は，爆発又は炎の発生がないような状態で動作しなければならない。 

6 表示 

6.1 一般事項 

表示は，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の 4.3 による。 

6.2 表示の内容 

コンデンサ本体及び包装の表示に記載する情報は，通常，次の項目から選択する。それぞれの項目の優

先順位は，記載の順とする。 

a) 端子の極性（構造によって極性を示す場合を除く。） 

b) 公称静電容量 

c) 定格電圧（直流電圧は図記号      ［IEC 60417-5031（2002-10）］ 又は        で示してもよい）; 

d) コンデンサの品種（箇条 1 による。）（該当する場合） 

e) 製造年月（又は年週） 

f) 製造業者名若しくは商標，又はその両方 

g) 製造業者の形名 

h) リード端子加工区分（該当する場合） 

6.3 コンデンサ本体への表示 

6.2 の a)，b)及び c)の情報は，コンデンサに表示する。6.2 に規定する残りの情報項目は，可能な限りコ

ンデンサに表示することが望ましい。表示内容の重複は避ける。コンデンサの表示は明瞭で，指先でこす

っても簡単に汚れたり消えたりしてはならない。 

6.4 コンデンサの包装への表示 

コンデンサが入っている包装には，包装方法に適用する場合を除き，極性［6.2 a)］以外の 6.2 に規定す

る全ての情報を明瞭に表示する。 

6.5 表示の追加 

6.2 に規定しない追加の表示は，混乱が生じないように適用する。 

7 個別規格に規定する事項 

7.1 一般事項 
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個別規格は，関連するブランク個別規格の様式による。 

個別規格には，品目別通則，品種別通則又はブランク個別規格の要求性能よりも低い水準の要求性能を

規定しない。より厳しい要求事項が含まれる場合には，試験計画に，例えば，“アスタリスク(*)”で示す。 

7.2 に示す情報は，より利便性があれば，表形式で提示してもよい。 

7.2～7.5 の情報をそれぞれの個別規格に示す。引用する値はこの規格の適切な箇条に規定する事項から

選択することが望ましい。 

7.2 外形図及び寸法 

表面実装用コンデンサを容易に認識し，他の表面実装用コンデンサと比較可能なように図示しなければ

ならない。 

コンデンサの互換性及び取付けに影響する寸法及び寸法許容差は，個別規格に規定する。寸法は全てミ

リメートル（mm）単位で規定する。ただし，元の寸法をインチ（in）単位で示す場合には，ミリメートル

に換算したメートル法の寸法を追加する必要がある。 

通常，数値は，本体の長さ，幅及び高さ，並びに端子間隔とし，円筒形品種については，本体の直径及

び長さ，並びに端子の長さ及び直径について規定する。例えば，個別規格に複数の外形寸法を規定してい

る場合，寸法及び関連する許容誤差を図面の下の表に入れなければならない。 

形状が上記と異なる場合には，そのコンデンサを適切に表す寸法を個別規格に規定する。コンデンサが

プリント基板上で用いるように設計していない場合には，個別規格に明確に規定しなければならない。 

7.3 取付け 

個別規格には，通常の使用，並びに振動及びバンプ又は衝撃試験を実施する場合の取付方法を規定する。

コンデンサは，個別規格に規定する方法で取り付ける。コンデンサ設計には，特殊な取付具を用いる必要

があるコンデンサがある。その場合には，個別規格には振動及びバンプ又は衝撃試験に用いる取付具を規

定する。 

7.4 定格及び特性 

7.4.1 一般事項 

定格及び特性は，この規格の関連する箇条に従わなければならない。 

7.4.2 公称静電容量範囲 

公称静電容量範囲は，4.2.1 による。 

個別規格の公称静電容量範囲と認証を受けた範囲とが異なる場合には，次の文章を追加することが望ま

しい。“各電圧範囲で利用可能な静電容量値の範囲は，品質認証書（Qualification approval certification）に記

載する。” 

注記 対応国際規格では，“the register of approvals”の用語を用いているが，具体性がなく JIS 利用者に

は分かり難い。この用語は，品質認証機関（IECQ など）で発行している品質認証書を意味するた

め，この規格では，品質認証書（Qualification approval certification）に意訳した。 
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7.4.3 特殊な特性 

設計及び使用目的によって，特殊な特性が必要な場合には，その特性を追加してもよい。 

7.4.4 はんだ付け 

はんだ付けは，次によるほか，JIS C 5160-1:2024 の箇条 9 による。 

個別規格には，はんだ付け性及びはんだ耐熱性の試験方法に適用する試験方法，厳しさ及び要求事項を

規定する。 

7.5 表示 

コンデンサ及びその包装に対する表示項目は，個別規格に規定する。この規格の箇条 6 と異なる場合に

は，その事項を個別規格に明記する。 

8 品質評価手順 

8.1 製造の初期工程 

製造の初期工程は，事前に集電極が結合状況にある活性炭素電極活性炭電極の検査である。 

8.2 構造的に類似なコンデンサ 

構造的に類似なコンデンサとは，外形寸法及び定格値が異なっていても，本質的に同じ製造工程及び材

料で製造したコンデンサとする。 

8.3 出荷ロット成績証明書 

製造業者は，個別規格に規定があり，かつ，購入者からの要求がある場合には，JIS C 5160-1:2024 の Q.9

によって出荷対象ロットの成績証明書を作成する。耐久性試験後に要求する性能は，静電容量値の変化及

び内部抵抗とする。 

8.4 品質認証手順 

8.4.1 一般事項 

品質認証試験手順は，JIS C 5160-1:2024 の Q.5 による。 

ロットごと及び定期的品質確認検査に基づく品質認証試験に用いる予定表は，この規格の 8.5 による。

定数抜取手順は，8.4.2 による。 

8.4.2 定数抜取手順に基づく品質認証 

8.4.2.1 抜取手順 

定数抜取手順は，JIS C 5160-1:2024 の Q.5.3 b) による。試料は，認証を得ようとするコンデンサの範囲

を代表しなければならない。この範囲は，個別規格に規定する全ての範囲とは異なってもよい。 

それぞれの温度特性について，抜き取る試料は，定格電圧が最高及び最低の試料と，それぞれの電圧に

ついて，最大及び最小の公称静電容量で構成する。定格電圧が 4 種類を超える場合には，中間の定格電圧
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の試料についても試験する。このように一つの認証範囲の試験には，試料は 4 組合せ（公称静電容量と定

格電圧との組合せ）又は 6 組合せとする。認証範囲を 4 組合せ未満で構成する場合には，試験する試料数

は，4 組合せの場合と同数とする。 

群 0 に規定する試料数は，全ての群の試験を適用する場合の試料数である。全ての試験を適用しない場

合には，適用しない試験に応じて試料数を減らしてもよい。 

品質認証の試験計画に，群を追加する場合の群 0 に必要な試料数は，追加する群に必要な試料数を追加

する。 

品質認証試験のための各群又は副群で試験する試料数及び合格判定数は，表 1 による。 

8.4.2.2 試験 

表 1 及び表 2 に規定する一連の試験は，個別規格に規定するコンデンサの品質認証に必要な試験である。

各群の試験は，記載の順に従って実施する。各群の試験は，記載の順で実施する。 

全ての試料は，群 0 の試験を実施した後，その他の群に配分する。 

群 0 の試験中に見つかった不適合品（表 1）は，その他の群に用いてはならない。 

1 個のコンデンサが，一つの群内で全て又は一部の項目で不適合となったとき，"1 個の不適合品"と数え

る。 

不適合数が次の両方を超えない場合に合格とする。 

a) 群又は副群での不適合数が合格判定数以下。 

b) 不適合数の合計が総合格判定数を超えない。 

表 1 及び表 2 は，定数抜取手順に基づく品質認証試験計画を構成する。 

表 1 は，各試験及び試験群に対する試料，並びに合格判定数を示している。 

表 2 は，箇条 5 に規定する試験の詳細と合わせて，試験条件及び性能要求事項の要点の一覧を示すとと

もに，個別規格に規定する試験方法，試験条件などを規定している。 

定数抜取手順に基づく品質認証の試験計画の試験条件及び要求性能は，個別規格に規定する品質確認検

査と同じとする 

表 1－品質認証試験の抜取計画-評価水準 EZ 

群 

番号 

試験項目 この規格の細分

箇条番号 

試料数 

n a) 

合格判定数 c) 

0b) 外観 5.4 56 0 c) 

 寸法 5.4   

 静電容量 5.5.1   

 内部抵抗 5.5.2   

 漏れ電流 5.5.3   

 予備試料  2  
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1A 端子強度 5.6 8 0 

はんだ耐熱性 5.7   

1B はんだ付け性 5.8 8 0 

温度急変 5.9   

振動 5.10   

2A 電圧保持 5.11 8 0 

高温保存 5.12   

2B 高温高湿（定常） 5.13 8 0 

3 耐久性 5.14 16 0 

4 高温及び低温特性 5.15 8 0 

4Ą 受動燃焼性（適用する場合）  
d) 

5.16 4 0 

4B 圧力弁（適用する場合） d) 5.17 4 0 

注 a) 公称静電容量と電圧との組合せは，8.4.2 を参照。 

注 b) これらの測定値は，群 0 の測定値を初期値とする。 

注 c) 不適合であることが判明した試料は，続く試験の許容不適合品を算出するときに採用してはならない。

その不適合品は，予備品と置き換える。 

注 d) 個別規格に規定がある場合に適用する。 

注記 対応国際規格では，受動燃焼性の群番号が 5A，圧力弁の群番号が 5B となっているが，これは 4A，4B

の誤記であり，修正した。  

 

表 2－品質認証の試験計画 

細分箇条番号  

及び試験項目 a) 

D 

又は  

ND 
b)

 

試験条件 a) 試験数(n)

及び合格判

定数(c)b) 

要求性能 a) 

群 0 ND  表 1 によ

る。  

 

5.4 外観検査   5.4.3 による。  

表示は明瞭とし，その他は

個別規格の規定による。  

5.4 寸法（詳細）   個別規格の規定による。  

5.5.1 静電容量  クラス 3 及びクラス 5

による。  

5.5.1.3 による。  

5.5.2 内部抵抗  直流抵抗法 d)：クラス

3 及びクラス 5 によ

る。  

5.5.2.3 による。  

5.5.3 漏れ電流  保護抵抗：  ... Ω 5.5.3.3 による。  

群 1A D  表 1 によ

る。  

 

5.6 端子強度   試験方法：  

試験 Ua1（引張り強

さ）  

試験 Ub（曲げ強さ）  

 

5.6.2 初期測定   静電容量    



15 

C 5160-2：0000 (IEC 62391-2：2025) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

細分箇条番号  

及び試験項目 a) 

D 

又は  

ND 
b)

 

試験条件 a) 試験数(n)

及び合格判

定数(c)b) 

要求性能 a) 

5.6.3 最終測定   外観検査  

 

 

静電容量  

 外観に損傷があってはなら

ない。  

表示は明瞭とする。  

5.6.2 の測定値に対して  

 |ΔC/C|≦10 % 

5.7 はんだ耐熱性 c)  試験 Tb の方法 1a 

後処理： .. 

  

5.7.2 初期測定   静電容量    

5.7.4 最終測定   外観検査  

静電容量  

 外観に損傷があってはなら

ない。  

表示は明瞭であり電解液の

漏れがない。  

5.7.2 の測定値に対して 

 |ΔC/C|≦10 % 

群 1B D  表 1 によ

る。  

 

5.8 はんだ付け性 c)  試験方法：はんだ槽法

（方法 1）  

 

5.8.2 最終測定   外観検査   端子の 75 %以上が新しいは

んだで覆われていなければ

ならない。  

5.9 温度急変   TA：カテゴリ下限温度  

TB：カテゴリ上限温度  

5 サイクル  

試験期間 t1：．．．h 

  

5.9.2 初期測定   外観検査  

静電容量  

  

5.9.4 最終検査   外観検査  

静電容量  

 外観に損傷がなく，電解液

の漏れがない。  

  5.9.2 の静電容量測定値に対

して 

 |ΔC/C|≦10 % 

 

5.10 振動   取付方法：7.3 によ

る。  

  

5.10.2 初期測定   静電容量（5.9.4 の測定

値を用いてもよい。）  

  

5.10.4 最終検査   外観検査  

静電容量  

 外観に損傷があってはなら

ない。  

表示は明瞭であり電解液の

漏れがない。  

  5.10.2 の測定値に対して 

 |ΔC/C|≦10 % 
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細分箇条番号  

及び試験項目 a) 

D 

又は  

ND 
b)

 

試験条件 a) 試験数(n)

及び合格判

定数(c)b) 

要求性能 a) 

群 2A D  表 1 によ

る。  

 

5.11 電圧保持   放電時間：  ... h 

充電電圧：…V 

充電時間：  8 h 

測定時間：…h 

 

5.11.3 最終測定   保持電圧   室温における充電後室温

24h 放置後の保持電圧は，

充電電圧の 80 %以上とす

る。  

5.12 高温保存   試験温度：カテゴリ上

限温度  

試験時間：96 h±4 h 

後処理時間：16 h 以上  

  

5.12.2 初期測定   静電容量  

内部抵抗  

  

5.12.4 最終測定   外観検査  

静電容量  

内部抵抗  

 外観に損傷がなく，電解液

の漏れがない。  

 5.12.2 の測定値に対して 

 |ΔC/C|≦10 % 

 

5.5.2.3 の規定値の 2 倍以下 

群 2B D  表 1 によ

る。  

 

5.13 高温高湿（定

常）  

 温度：40 ℃±2 ℃ 

湿度：  （93 ± 3) % 

試験期間：  10 日間  

 

5.13.2 初期測定   静電容量  

内部抵抗  

  

5.13.4 最終測定   外観検査  

静電容量  

内部抵抗  

 外観に損傷がなく，電解液

の漏れがない  

5.13.2 の測定値に対して 

 |ΔC/C|≦30 % 

 

5.5.2.3 の規定値の 4 倍以下  

群 3 D  表 1 によ

る。  

 

5.14 耐久性   試験時間：  

カテゴリ上限温度  

70 °C 等級コンデン

サ：1 000 時間  

カテゴリ上限温度  

60 °C 等級コンデン

サ：2 000 時間  

電圧： ... V 

後処理時間：16 h 以上  
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細分箇条番号  

及び試験項目 a) 

D 

又は  

ND 
b)

 

試験条件 a) 試験数(n)

及び合格判

定数(c)b) 

要求性能 a) 

5.14.2 初期測定   静電容量  

内部抵抗  

  

5.14.4 最終測定   外観検査  

静電容量  

内部抵抗  

 外観に損傷がなく，電解液

の漏れがない。  

  5.14.2 の測定値に対して 

 |ΔC/C|≦30 % 

 

5.5.2.3 の規定値の 4 倍以下  

群 4 D  表 1 によ

る。  

 

5.15 高温及び低温特

性  

 コンデンサを各段階温

度順に測定する。  

 

段階 1：20 ℃ 

静電容量  

内部抵抗  

 比較用に用いる。  

段階 2：カテゴリ下限

温度  

  

  静電容量   段階 1 の測定値に対して 

 |ΔC/C|≦30 % 

  内部抵抗   5.5.2.3 の規定値の 4 倍以下  

  段階 3：カテゴリ上限

温度  

  

静電容量   段階 1 の測定値に対して 

 |ΔC/C|≦30 % 

  内部抵抗   5.5.2.3 の規定値以下  

群 4A D  表 1 によ

る。  

 

5.16 受動燃焼性  

（適用する場

合）  e) 

 受動燃焼性カテゴ

リ：  ... 

 5.16.2 による。  

群 4B D  表 1 によ

る。  

 

5.17 圧力弁  

（適用する場

合）  e) 

 印加電圧： ... V  5.17.2 による。  

注 a) 試験項目及び要求性能並びに細分箇条番号はこの規格の箇条 5 による。 

注 b)  この表の記号は，次による。 

 D = 破壊試験  

 ND = 非破壊試験  

 n = 試料数  

c = 合格判定数（許容不適合数）。  

注 c) ねじ端子及び個別規格で設計的にはんだ付けを意図していないことを規定しているその他の端子のコ

ンデンサには，適用しない。 

注 d) 交流抵抗法は，直流測定法の結果との相関が認められる場合に用いる。測定方法は，JIS C 5160-1:2024
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細分箇条番号  

及び試験項目 a) 

D 

又は  

ND 
b)

 

試験条件 a) 試験数(n)

及び合格判

定数(c)b) 

要求性能 a) 

の 6.2.2 による。 

注 e) 適用する場合は，試験項目を適用する。 

注記 対応国際規格では，受動燃焼性の群番号が 5A，圧力弁の群番号が 5B となっているが，これは 4A，4B

の誤記であり，修正した。  

 

8.5 品質確認検査 

8.5.1 検査ロットの構成 

8.5.1.1 群 A 及び群 B検査 

これらの検査は，ロットごとに実施する。 

製造業者は，次の事項に従って製造中の製品の複数検査ロットを集約してもよい。 

a) 検査ロットは，構造的に類似なコンデンサで構成する（8.2 参照）。 

b) 試験する試料は，検査ロットに含まれる定格値（定格電圧及び公称静電容量）と外形寸法との組合せ

を代表とし，次の事項を考慮する。 

– 組合せ数 

– 1 組合せ当たり 5 個以上 

8.5.1.2 群 C 検査 

群 C 検査は，定期的に実施する。 

試料は，特定の期間に工程に流れている製品を代表し，小，中及び大の静電容量群に分割する。いずれ

の期間でも認証の範囲を対象とするためには，静電容量のそれぞれの群から一つの電圧を試験する。その

後の期間では，製造中の製品の，その他の静電容量又は電圧定格，又はその両方を，全域をカバーする目

的で試験する。 

8.5.2 試験計画 

ロットごと及び定期的な品質確認検査の計画は，ブランク個別規格 JIS C 5160-2-1:2009 の表 4 による。 

8.5.3 長期保管品の出荷 

JIS C 5160-1:2024 の Q.10 の手順に従い，再検査を実施する場合には，群 A 及び群 B の検査に規定する

とおり，はんだ付け性及び静電容量を確認する。 

8.5.4 評価水準 

評価水準 EZ を，表 3 及び表 4 に規定している。 
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表 3－ロットごとの品質確認検査 

検査  

副群 d) 

  EZ   

    ILa) na) ca)     

A0 

A1 

A2 

B1 

B2 

    100 % b)     

S-3 

S-3 

S-3 

S-3 

c)
 

c)
 

c)
 

c)
 

0 

0 

0 

0 

注 a) IL：検査水準 

  n：試料数  

  c：合格判定数  

注 b) 検査は製造工程において全数検査を実施し，不適合品を除去した後に実施する。ロットの合否にかかわ

らず，抜取検査の全試料は，100 万個当たりの不適合品（×10−6）ごとに出荷品質水準を監視するために

検査する。1 個以上の不適合品が発生した場合，そのロットは不合格とする。ただし，不適合品は品質

水準を算出するために全て数える。 

注 c) 試料数（n）：試料数は JIS C 5005-2:2010 の 4.3.2 による。 

注 d) 検査副群の内容は，JIS C 5160-2-1:2009 の箇条 2 による。 

 

表 4－定期的品質確認検査 

検査  

副群 b) 

  EZ   

      pa) na) ca)       

C1A 

C1B 

C2A 

C2B 

C3 

C4 

      12 

12 

6 

6 

6 

12 

8 

8 

8 

8 

16 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

      

注 a) p：検査周期（月） 

 n：試料数; 

 c：合格判定数  

注 b) 検査副群の内容は，JIS C 5160-2-1:2009 の箇条 2 による。 
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附属書 A 

（参考） 

パワー密度の算出手順 

 

A.1 一般事項 

この附属書では，パワー密度の算出手順について説明する。 

A.2 パワー密度の算出手順 

A.2.1 質量当たりのパワー密度の算出方法 

a) JIS C 5160-1:2024 の 6.1 の規定によって内部抵抗を測定する。 

b) 降下電圧 U6を充電電圧の 20 %（0.2× U）としたときの放電電流値 Iを次の式を用いて算出する。（図

A.1 参照） 

I=
𝑈6
𝑅𝑑

  ······················································ (A.1) 

 
ここで， Rd： 直流抵抗法を用いて測定した内部抵抗 

   

c) 質量当たりのパワー密度 Pdは，次の式を用いて算出する。 

𝑃𝑑 =
(𝑈 − 𝑈6 + 𝑈𝑒) × 𝐼

2 × 𝑚
=
0.12 ×

𝑈2

𝑅𝑑
𝑚

 
 ·········································· (A.2) 

 
ここで， Pd： 質量当たりのパワー密度（W/kg） 

 U： 充電電圧（V） 

 U6： 降下電圧（V），充電電圧の 20 %（0.2 U） 

 Ue： 充電電圧（V）の 40 %（0.4 U） 

 I： A.2.1 b) で算出した放電電流（A） 

 Rd： 直流抵抗法によって求めた内部抵抗（） 

 m： コンデンサの質量（kg） 

 

A.2.2 体積当たりのパワー密度の算出方法 

A.2.1 c)のコンデンサの質量 m をコンデンサ体積に置き換えることで，コンデンサの体積当たりのパワ

ー密度を算出する。 

注記 コンデンサの体積は，コンデンサの公称寸法から算出し，単位は，リットル（L）で表す。 
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 注 a) 降下電圧は，放電開始時に瞬時的に降下する電圧 U5ではなく，放電の直線部から延長した補助線と放電開始

時の時間軸との交点から求めた電圧 U6である。 

注 b) 個別規格に放電電流 Iを規定する場合には，U6は 0.2×Uである必要はない。 

 

図 A.1 －コンデンサ端子間の電圧特性 
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附属書 X 

（参考） 

この規格と旧規格（JIS C 5160-2:2009）との対照表 

 

この規格（品種別通則：JIS C 5160-2）の対応国際規格の改訂によって，新しい箇条構成となった。対応

国際規格における番号などの記載だけでは，この規格を引用する場合に，JIS 利用者の中で混乱が発生す

ることを想定し，この規格の箇条番号などの欄にタイトルを追加し，この規格の記載位置を左に移した。

このことで，下線などを付ける必要があるが見にくくなるため下線などを省略した。 

この規格と旧規格（JIS C 5160-2:2009）との箇条番号及び細分箇条番号の比較を表 X.1 に示す。 

表 X.1－箇条番号の対照表 

この規格 

［JIS C 5160-2:9999（第 2 版）］ 

箇条／細分箇条又は附属書 

旧規格 

［JIS C 5160-2:2009（第 1 版）］ 

箇条／細分箇条 

注記 

箇条 1（適用範囲） 1.1, 1.2 

箇条構成の変更によ

る。  

箇条 2（引用規格） 1.3 

箇条 7（個別規格に規定する事項） 

7.1（一般事項） 

1.4 

箇条 3（用語及び定義） 1.5 

箇条 6（表示） 

6.1（一般事項） 

1.6 

箇条 4（推奨特性及び定格） 箇条 2 

4.1（推奨特性） 2.1 

4.2（推奨定格値） 2.2 

箇条 8（品質評価手順） 箇条 3 

8.1（製造の初期工程） 3.1 

8.2（構造的に類似なコンデンサ） 3.2 

- 3.3 

8.4（品質認証手順） 3.4 

8.5（品質確認検査） 3.5 

箇条 5（試験及び測定手順，及び性能要求事項） 

5.1（一般事項） 

箇条 4 

5.2（予備乾燥） 4.1 

5.3（試験条件及び測定条件） 4.2 

5.4（外観及び寸法） 4.3 

5.5（電気的試験） 4.4 

5.6（端子強度） 4.5 

5.7（はんだ耐熱性） 4.6 

5.8（はんだ付け性） 4.7 

5.9（温度急変） 4.8 

5.10（振動） 4.9 
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この規格 

［JIS C 5160-2:9999（第 2 版）］ 

箇条／細分箇条又は附属書 

旧規格 

［JIS C 5160-2:2009（第 1 版）］ 

箇条／細分箇条 

注記 

5.14（耐久性） 4.10 

5.11（電圧保持） 4.11 

5.12（高温保存） 4.12 

5.15（高温及び低温特性） 4.13 

5.13［高温高湿（定常）］ 4.14 

5.16［受動燃焼性（該当する場合）］ 4.15 

5.17［圧力弁（適用する場合）］ 4.16 

-- A.1 

3.3（パワー密度）  A.2 

A.2.1（質量当たりのパワー密度の算出手順） A.3.1 

A.2.2（体積当たりのパワー密度の算出手順） A.3.2 

表 3（ロットごとの品質確認検査） 表 3a 

表 4（定期的品質確認検査） 表 3b 

附属書 X（この規格と旧規格との対照表） - 

IEC TC 40 のコンデ

ンサ規格では，箇条

番号の対照表の附属

書番号は“X”を採番

する。  
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[3]  JIS Z 8601 標準数 
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